
労使協定の締結における留意点

滋賀労働局職業安定部需給調整事業室

～よくある違反事項について～



労使協定に定める必要がある事項

労使協定を適用する労働者の範囲一号

公正な評価制度

賃金以外の待遇の決定の方法

段階的かつ体系的な教育訓練を実施すること

その他（有効期間等）

三号

四号

五号

六号

賃金の決定の方法二号

イ 一般の労働者の平均的な賃金の額以上であること

ロ 賃金が改善されるものであること

その協定、本当に大丈夫ですか？

労使協定に定める必要がある事項を遵守していない場合には、
労使協定は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」となります。



よくある違反事項について

① 通達名や発出番号が過去のものとなっている、職種選考の際に採用する統計を記載していない
➁ 地域指数の選択が実態と異なる
③ 端数処理を間違っている
④ 最低賃金を考慮していない
⑤ 協定対象派遣労働者の職務の内容の記載不備
⑥ 能力・経験調整指数の対応関係の不備
⑦ 賃金改善規定の不備
⑧ 公正評価規定の不備
⑨ 確認書の不備
⑩ 退職金の不備
⑪ 労使協定の周知がなされていない

今回は①③④を次ページから説明していますが、いずれも指摘の多いところです。漏れの無いようにお願いします。



①通達名や発出番号が過去のものとなっている、職種選考の
際に採用する統計を記載していない

労使協定書の条文に記載している通達番号や発出年月日が修正されていない。

使用する統計調査をいずれにするのか明確にしていない。

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和７年８月25
日付職発0825第１号「令和８年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律第30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務

に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下「通達」と
いう。）別添１「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」に
定める職種とする。

作成例

別添１ 「賃金構造基本統計調査」
別添２ 「職業安定業務統計」

通達番号

適用される年度



③端数処理を間違っている

１円未満の端数を四捨五入している

１円未満の端数を切り捨てている

②
地域調整
（滋賀県）

98.9 98.9％を乗じる（１円未満は切り上げ）

×
＝

基準
値

基準値に能力・経験指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年
１０
年

２０
年

③
一般基本給・賞与等
（地域調整後）

1,158 1,317 1,410 1,444 1,546 1,652 2,054

基準
値

基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年
１０
年

２０
年

①
07406
半導体製品製造工

職業安定
業務統計 1,170 1,331 1,425 1,460 1,563 1,670 2,076

一般賃金の計算では統計の職種別基準値に地域調
整指数を乗じた時点で、端数切り上げして整数にする。

退職金の上乗せ計算を行った後も同じく１円未満切り
上げにすること。

協定対象派遣労働者の基本給・賞与等の計算では
時給換算の際も同様に１円未満切り上げとすること。



④最低賃金を考慮していない

地域調整後の金額が改定後の最低賃金を
下回っていた場合には、基準値を最低賃
金に置き換えること。

能力・経験調整指数を乗じて１年目以降の
金額を計算していく。（端数は１円未満切り
上げ。）

能力・経験調整指数

最低賃金改定時期に一般賃金の見直し
をしていない

協定対象賃金が見直し後の一般賃金を
下回っているため支払不足が生じている



ご清聴ありがとうございました。
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